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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）モールド基板に選択的にレジストを形成し、回路パターンに対応する凹状パター
ンを形成する段階と、
　（ｂ）前記凹状パターンに金属の導電性材料を充填する段階と、
　（ｃ）前記導電性材料が充填された前記モールド基板の一面に対向するように熱可塑性
接着剤を含む接着層が形成されたキャリア（ｃａｒｒｉｅｒ）を圧着し、前記導電性材料
を前記キャリアに移転する段階と、
　（ｄ）熱可塑性樹脂、ガラスエポキシ樹脂及びこれらの混合物からなる群より選択され
るいずれか一つを含む絶縁基板を、前記導電性材料が移転された前記キャリアの一面に対
向するように加熱圧着することで、前記導電性材料を前記絶縁基板に陥入させるとともに
、前記熱可塑性接着剤の接着力を減少させて前記導電性材料を前記絶縁基板に転写する段
階と、
　を含む回路基板の製造方法。
【請求項２】
　前記段階（ａ）が、
　（ａ１）前記モールド基板に感光性フィルム層を積層する段階と、
　（ａ２）前記感光性フィルム層を選択的に露光、現像する段階と
を含む請求項１に記載の回路基板の製造方法。
【請求項３】
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　前記段階（ｂ）の前に、
　前記凹状パターンに分離膜を形成する段階をさらに含む請求項１または２に記載の回路
基板の製造方法。
【請求項４】
　前記モールド基板が、金属板であり、
　前記段階（ｂ）が、
　電解メッキを行うことで果たされることを特徴とする請求項１または２に記載の回路基
板の製造方法。
【請求項５】
　前記段階（ｃ）の後に、前記段階（ｂ）及び前記段階（ｃ）を繰返し行うことを特徴と
する請求項１から４のいずれか一項に記載の回路基板の製造方法。
【請求項６】
　（ｅ）前記絶縁基板と前記キャリアとを分離する段階を更に含むことを特徴とする請求
項１から５のいずれか一項に記載の回路基板の製造方法。
【請求項７】
　前記段階（ｄ）での前記絶縁基板は軟化状態であることを特徴とする請求項１から６の
いずれか一項に記載の回路基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は転写回路の形成方法及び回路基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子産業の発達により、携帯電話を始めとした電子部品が小型化、高機能化になること
につれ、印刷回路基板の小型化、高密度化への要求がますます増加している。このような
電子製品の軽薄短小化の趨勢に従って印刷回路基板も微細パターン化、小型化及びパッケ
ージ化が共に進行されている。
【０００３】
　今まで広く使用されている微細回路パターンの製作技術中の一つはフォトリソグラフィ
（ｐｈｏｔｏｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ）であって、フォトレジスト薄膜で覆われた基板上
にパターンを形成する方法である。しかし、この際形成されるパターンの大きさは光学的
回折現象により制限され、分解能は略使用光線の波長に比例する。よって、半導体素子の
集積度が高くなるほど微細パターンを形成するために波長が短い露光技術が要求されるが
、このような方法はフォトレジストパターンのＣＤ（ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｄｉｍｅｎｓｉ
ｏｎ）の不均一をもたらすことになり、フォトレジストパターンをマスク（ｍａｓｋ）に
してパターニングされ形成される回路パターンが最初に所望していた形態とは異なる形態
に形成され、工程中に発生する不純物とフォトレジストとが反応しフォトレジストが浸食
されてフォトレジストパターンが変わるという問題点がある。
【０００４】
　また、微細回路パターンの高密度化の方法として薄い銅膜を使用し、これに基づいて回
路を選択的に成長させていく技術であるＭＳＡＰ（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｓｅｍｉ　Ａｄｄ
ｉｔｉｖｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓ）法やＳＡＰ（Ｓｅｍｉ　Ａｄｄｉｔｉｖｅ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓ）法などがあるが、回路の下地となる薄い銅膜の中の回路として使用されない部分を除
去する際に、既に形成されている回路も損なわれて目標とした回路幅を形成できず、さら
に材料及び新規設備投資などの追加的インフラを要するのでその適用が容易くないという
問題点がある。
【０００５】
　また、前記方法により形成される回路パターンは絶縁基板の上部から露出されているた
め、基板の全体的な高さが高くなり、回路パターンと絶縁基板との接合部分にアンダーカ
ット（ｕｎｄｅｒ　ｃｕｔ）が発生して回路が絶縁基板から剥離するという問題点がある



(3) JP 4635224 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は前述した従来の問題点を解決するために案出されたもので、本発明の目的は、
モールド基板に回路パターンに対応する凹状パターンを形成し、凹状パターンに導電性材
料を充填してこれをキャリアに移転することにより既存設備を用いて絶縁基板に転写でき
る転写回路を容易に形成することができる転写回路の形成方法を提供することである。
【０００７】
　本発明の他の目的は、キャリア（ｃａｒｒｉｅｒ）に形成された転写回路を絶縁基板に
転写することにより回路パターンを絶縁基板に陥入させかつ回路パターンを高密度に形成
できる回路基板の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態によれば、（ａ）モールド基板に選択的にレジストを形成し回路パ
ターンに対応する凹状パターンを形成する段階と、（ｂ）凹状パターンに導電性材料を充
填する段階と、（ｃ）導電性材料が充填されたモールド基板の一面に対向するようにキャ
リア（ｃａｒｒｉｅｒ）を圧着し、導電性材料をキャリアに移転する段階と、を含む転写
回路の形成方法が提供される。
【０００９】
　段階（ａ）は、（ａ１）モールド基板に感光性フィルム層を積層する段階と、（ａ２）
感光性フィルム層を選択的に露光、現像する段階と、を含むことができる。
【００１０】
　段階（ｂ）の前に、凹状パターンに分離膜を形成する段階をさらに行うことができる。
【００１１】
　モールド基板は金属板であることができ、段階（ｂ）は電解メッキを行うことにより果
たされることができる。
【００１２】
　段階（ｃ）は、（ｃ１）キャリアの一面に接着層を形成する段階と、（ｃ２）導電性材
料が充填されたモールド基板の一面と接着層が形成されたキャリアの一面とが対向するよ
うに積層し、熱圧着する段階と、（ｃ３）モールド基板とキャリアとを分離する段階と、
を含むことができる。この場合、接着層は熱可塑性接着剤であることができる。
【００１３】
　段階（ｃ）の後に、前記段階（ｂ）及び前記段階（ｃ）を繰返し行うことができる。
【００１４】
　また、本発明の他の実施形態によれば、（ｏ）モールド基板に選択的にレジストを形成
して回路パターンに対応する凹状パターンを形成する段階と、（ｐ）凹状パターンに導電
性材料を充填する段階と、（ｑ）導電性材料が充填されたモールド基板の一面に対向する
ようにキャリア（ｃａｒｒｉｅｒ）を圧着し、導電性材料をキャリアに移転する段階と、
（ｒ）導電性材料が移転されたキャリアの一面に対向するように絶縁基板を圧着し、導電
性材料を絶縁基板に転写する段階と、を含む回路基板の製造方法が提供される。
【００１５】
　段階（ｐ）の前に、凹状パターンに分離膜を形成する段階をさらに行うことができる。
【００１６】
　段階（ｑ）は、（ｑ１）キャリアの一面に接着層を形成する段階と、（ｑ２）導電性材
料が充填されたモールド基板の一面と接着層が形成されたキャリアの一面とが対向するよ
うに積層し、熱圧着する段階と、（ｑ３）モールド基板とキャリアとを分離する段階と、
を含むことができる。
【００１７】
　段階（ｒ）は、（ｒ１）導電性材料が移転されたキャリアの一面に対向するように絶縁
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基板を積層し、圧着する段階と、（ｒ２）絶縁基板とキャリアとを分離する段階と、を含
むことができる。
【００１８】
　絶縁基板は熱可塑性樹脂及びガラスエポキシ樹脂の中の少なくともいずれか一つを含み
、段階（ｒ）は絶縁基板が軟化状態で行われる。
【００１９】
　前述した以外の他の実施形態、特徴、利点が以下の図面、本発明の特許請求の範囲及び
発明の詳細な説明から明らかになるだろう。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の好ましい実施例によれば、既存設備を用いて絶縁基板に転写できる転写回路を
形成することができるので費用を節減することができる。
【００２１】
　さらに、転写回路を絶縁基板に転写して高密度の回路が形成された回路基板を製作する
ことができ、このように製作された回路基板は回路が基板の内部に形成されるので、回路
と基板との間の接着力が高くて回路の剥離が少なく、基板の全体的な厚みを減らすことが
できる。
【００２２】
　また、回路が基板の内部に形成されているので平坦度が優れ、熱放出が容易である。さ
らに、基板の反りの発生が少なく、隣接回路間のイオンマイグレーション（ｉｏｎ　ｍｉ
ｇｒａｔｉｏｎ）に対する信頼性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明による転写回路の形成方法及び回路基板の製造方法の好ましい実施例を添
付図面を参照して詳しく説明し、添付図面を参照して説明することにおいて同一かつ対応
する構成要素は同一の図面番号を付与し、これに対する重複される説明は省略する。
【００２４】
　図１は本発明の好ましい一実施例による転写回路の形成方法を示す工程図である。図１
を参照すると、レジスト１２、モールド基板１４、キャリア１５、分離膜１６、導電性材
料１８、接着層１７、転写回路２０が示されている。
【００２５】
　本実施例において転写回路２０とは、絶縁基板２２に形成しようとする回路パターン２
４に応じてキャリア１５上に凸状で形成される導電性材料１８を意味する。この際、キャ
リア１５上に凸状で形成される導電性材料１８が軟化状態の絶縁基板に転写、陥入され回
路基板を形成する。
【００２６】
　モールド基板１４に選択的にレジスト１２を形成し、凹状パターンを形成する方法は、
先ず、既存設備を用いてモールド基板１４に感光性材料を塗布し、回路パターン２４に対
応するようにフォトマスクを製作した後、これを感光性材料が塗布されたモールド基板１
４に積層し、紫外線に露光する。露光の後に感光性材料の非硬化部分を現像液で現像し、
モールド基板１４に回路パターンに対応する凹状パターンを形成する。
【００２７】
　本実施例において、感光性材料として感光性フィルム層、例えばドライフィルムなどを
使用してモールド基板１４に積層し、これをアートワークフィルムなどのフォトマスクを
用いて選択的に露光、現像して形成しようとする回路パターンに応ずる凹状パターンを形
成する。一方、液状の感光性材料をモールド基板１４にコーティングして感光性フィルム
層を形成することも可能である。
【００２８】
　モールド基板１４上に積層された感光性フィルム層を選択的に露光、現像すると、モー
ルド基板１４上ではフォトマスクにより露光されなかった非硬化感光性フィルム層が除去
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され、露光により硬化された感光性フィルム層は残留するので、回路パターンに対応する
凹状パターンを形成することができる。硬化された感光性フィルム層はレジスト１２にな
る。すなわち、形成しようとする回路パターンに対応するパターンが凹状でモールド基板
１４上に形成される（図１の（ａ）参照）。
【００２９】
　モールド基板１４に凹状パターンが形成されると、凹状パターンに導電性材料１８を充
填する。この際、導電性材料１８は後述する工程を経て絶縁基板に転写され回路パターン
を形成することになる。
【００３０】
　凹状パターンに導電性材料１８を充填する方法には、無電解メッキ及び／または電解メ
ッキによりメッキする方法、導電性ペーストを充填する方法、インクジェットプリンティ
ングにより導電性インクを充填する方法、伝導性ポリマーを重合させ充填する方法など当
業者に自明な方法を用いることができる。凹状パターンに充填する導電性材料１８には、
アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）など当業者に自明な導
電性物質が使用できる。
【００３１】
　本実施例では、モールド基板１４を金属板から形成し、これを電極として電解メッキを
行って凹状パターンに導電性材料１８を充填する。
【００３２】
　一方、モールド基板１４が金属板ではなく樹脂などから形成された場合には、先ず、無
電解メッキを行いシードレイヤー（Ｓｅｅｄ　ｌａｙｅｒ）を形成した後、これを電極と
して電解メッキを行い、凹状パターンに導電性材料１８を充填することも可能である（図
１の（ｃ）参照）。
【００３３】
　凹状パターンに導電性材料１８を充填する前に凹状パターンに分離膜１６を形成する段
階をさらに行うことができる。分離膜１６を形成する理由は後述する導電性材料１８をキ
ャリア１５に移転する過程においてモールド基板１４から導電パターンを容易に分離する
ためである。分離膜１６としては金属またはシリコンを酸素と反応させ、形成される酸化
膜を用いることができる（図１の（ｂ）参照）。
【００３４】
　モールド基板１４の凹状パターンに導電性材料１８が充填されたら、導電性材料１８が
充填されたモールド基板１４の一面に対向するようにキャリア１５を圧着し、導電性材料
１８をキャリア１５に移転する。導電性材料１８がキャリア１５に移転されると、遂にキ
ャリア１５上に転写回路２０が形成される。
【００３５】
　導電性材料１８をキャリア１５に移転する方法は、キャリア１５の一面に接着層１７を
形成し、これを導電性材料１８が充填されたモールド基板１４の一面と対向するように積
層し、熱と圧力を加えながら圧着した後（図１の（ｄ）参照）、キャリア１５を分離する
とモールド基板１４の導電性材料１８がキャリア１５に接着され移転されることにより転
写回路２０を形成することになる（図１の（ｅ）参照）。この際、モールド基板１４の凹
状パターンに既に分離膜１６を形成した場合には、導電性材料１８がキャリア１５に容易
に移転される。
【００３６】
　熱圧着する際には、真空チャンバ（Ｖａｃｕｕｍ　Ｃｈａｍｂｅｒ）の中に入れて熱を
加えながら圧着することがよい。真空チャンバの中に入れて加圧する理由は、モールド基
板１４とキャリア１５の接着層１７との間に空気層が形成され、導電パターンと接着層１
７との間に空気層による接着不良が発生することを防止するためである。圧力を加える方
法はプレスによる方法も可能であるが、略均等な圧力を加えるために高圧の液体あるいは
気体を用いて圧力を加えることも可能である。
【００３７】
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　キャリア１５の一面に塗布される接着層１７には熱可塑性接着剤を用いる。熱可塑性接
着剤を用いることにより後のキャリア１５に形成された転写回路２０を絶縁基板２２に転
写し回路基板を製造する場合に、一定温度を加えて接着層１７の接着力を減少させ、転写
回路２０が容易に絶縁基板２２に転写されるようにできる。
【００３８】
　モールド基板１４に充填された導電性物質がキャリア１５に移転されたら、凹状パター
ンが形成されたモールド基板１４を再び用いて同様な転写回路２０を多数形成することが
できる。この場合、モールド基板は、再利用するために硬質の材料を用いることがよい。
例えば、金属板や硬質樹脂材料が使用できる。
【００３９】
　図２は本発明の好ましい一実施例による回路基板の製造方法を示す工程図である。図２
を参照すると、キャリア１５、接着層１７、転写回路２０、絶縁基板２２、回路パターン
２４が示されている。
【００４０】
　本実施例による回路基板の製造方法のうち、キャリア１５上に転写回路２０を形成する
方法は、前述したように、モールド基板に選択的にレジストを形成して回路パターン２４
に応ずる凹状パターンを形成し、凹状パターンに導電性材料を充填した後、導電性材料が
充填されたモールド基板の一面に対向するようにキャリア１５を圧着して導電性材料をキ
ャリア１５に移転し、転写回路２０を形成する。これに対する詳細な説明は前述の通りで
あるのでその説明を省略する。
【００４１】
　前述した転写回路２０の形成方法に応じてキャリア１５に導電性材料が移転され転写回
路２０が形成されると、転写回路２０が形成されたキャリア１５の一面と絶縁基板２２と
を圧着して転写回路２０を絶縁基板２２に転写することにより回路パターン２０が陥入さ
れた回路基板を製作することができる。
【００４２】
　絶縁基板２２は熱可塑性樹脂及びガラスエポキシ樹脂の中の少なくともいずれか一つを
含み、転写回路２０を絶縁基板２２に転写する際に、絶縁基板２２は軟化状態にある。す
なわち、熱可塑性または/及びガラスエポキシ樹脂の軟化温度以上に加熱して絶縁基板２
２を軟化状態にさせた後、キャリア１５に凸状で形成された転写回路２０を軟化状態の絶
縁基板２２に陥入した後、キャリア１５を分離し、絶縁基板２２が硬化されると転写回路
２０が絶縁基板２２に陥入された形態の回路基板を製作できるようになる。
【００４３】
　一方、ガラス纎維に熱硬化性樹脂を浸透させ半分硬化状態にしたプリープレグ（Ｐｒｅ
ｐｒｅｇ）を絶縁基板２２として用いることも可能である。
【００４４】
　図２に示されているように、絶縁基板２２の一面に回路を形成する場合には転写回路２
０が形成されたキャリア１５の一面に対向するように絶縁基板２２の一面を積層し、互い
に圧着した後、絶縁基板２２とキャリア１５とを分離するとキャリア１５の一面に形成さ
れた転写回路２０が絶縁基板２２に陥入され転写される。この際、キャリア１５と転写回
路２０とが接する面の接着層１７は熱可塑性接着剤からなっているので一定温度を加えて
接着層１７の接着力を減少させることにより、転写回路２０を絶縁基板２２に容易に転写
することができる。
【００４５】
　図３は本発明の好ましい他の実施例による回路基板の製造方法を示す工程図である。図
３を参照すると、キャリア１５、接着層１７、転写回路２０、絶縁基板２２、回路パター
ン２４が示されている。
【００４６】
　本実施例は絶縁基板２２の両面に回路を形成する場合を示したものであり、前述した転
写回路２０の形成方法により絶縁基板２２の両面にそれぞれ形成しようとする回路パター
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ンに対応する転写回路２０が形成されたキャリア１５を製作し、二つのキャリア１５の間
に絶縁基板２２を介在し圧着した後にそれぞれを分離すると、キャリア１５に形成された
転写回路２０が絶縁基板２２の両面にそれぞれ転写され、回路パターン２４が陥入された
両面回路基板を製作することができる。
【００４７】
　図４は本発明の好ましい一実施例による転写回路の形成方法を示すフローチャートであ
る。図４を参照すると、Ｓ１００段階で、モールド基板に選択的にレジストを形成し、凹
状パターンを形成する。本実施例では凹状パターンを形成する方法として、既存設備を用
いて、先ず、モールド基板に感光性材料を塗布し（Ｓ１１０）、回路パターンに対応する
フォトマスクを製作した後、これを感光性材料が塗布されたモールド基板に積層し、紫外
線で露光する。露光の後に感光性材料の非硬化部分を現像液で現像すると、モールド基板
に回路パターンに対応する凹状パターンが形成される（Ｓ１２０）。
【００４８】
　Ｓ２００段階で、凹状パターンに分離膜を形成する。分離膜としては金属またはシリコ
ンを酸素と反応させ、形成される酸化膜を用いることができる。
【００４９】
　Ｓ３００段階で、凹状パターンに導電性材料を充填する。凹状パターンに導電性材料を
充填する方法には、無電解メッキ及び/または電解メッキによりメッキする方法、導電性
ペーストを充填する方法、インクジェットプリンティングにより導電性インクを充填する
方法、伝導性ポリマーを重合させ充填する方法など当業者に自明な方法を用いることがで
きる。凹状パターンに充填される導電性材料としては、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ
）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）など当業者に自明な導電性物質が使用できる。本実施例
では、モールド基板を金属板から形成し、これを電極として電解メッキを行い、凹状パタ
ーンに導電性材料を充填する。
【００５０】
　一方、モールド基板が金属板ではなく樹脂などから形成された場合には、先ず、無電解
メッキを行ってシードレイヤー（Ｓｅｅｄ　ｌａｙｅｒ）を形成した後にこれを電極とし
て電解メッキを行い、凹状パターンに導電性材料を充填することも可能である。
【００５１】
　Ｓ４００段階で、モールド基板の凹状パターンに導電性材料が充填されたら、導電性材
料が充填されたモールド基板の一面に対向するようにキャリアを圧着して導電性材料をキ
ャリアに移転する。導電性材料がキャリアに移転されると遂にキャリア上に転写回路が形
成される。
【００５２】
　導電性材料をキャリアに移転する方法は、キャリアの一面に接着層を形成し（Ｓ４１０
）、これを導電性材料が充填されたモールド基板の一面に対向するように積層し、熱と圧
力を加えながら圧着した後（Ｓ４２０）、キャリアを分離するとモールド基板の導電性材
料がキャリアに移転され、転写回路が形成される（Ｓ４３０）。キャリアが分離されてモ
ールド基板に充填された導電性物質が移転されると、凹状パターンが形成されたモールド
基板を再び用いて同様な転写回路を多数形成することができる。
【００５３】
　図５は本発明の好ましい一実施例による回路基板の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【００５４】
　本実施例による回路基板の製造方法のうち、キャリア上に転写回路を形成する過程は前
述したように、モールド基板に選択的にレジストを形成して回路パターンに対応する凹状
パターンを形成し、凹状パターンに導電性材料を充填した後、導電性材料が充填されたモ
ールド基板の一面に対向してキャリア（ｃａｒｒｉｅｒ）を圧着することにより導電性材
料がキャリアに移転され、転写回路を形成する。これに対する詳細な説明は前述と同様で
あるのでその説明を省略し、キャリア上に形成された転写回路を絶縁基板に転写する過程
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【００５５】
　Ｓ５００段階で、前述した転写回路の形成方法によりキャリアに導電性材料が移転され
、転写回路が形成されると、転写回路が形成されたキャリアの一面と絶縁基板とを圧着す
ることにより転写回路を絶縁基板に転写し回路パターンが陥入された回路基板を製作する
。
【００５６】
　絶縁基板の一面に回路を形成する場合には、転写回路が形成されたキャリアの一面に対
向するように絶縁基板を積層し、互いに圧着した後（Ｓ５１０）、絶縁基板とキャリアと
を分離するとキャリアの一面に形成された転写回路が絶縁基板に転写され陥入される（Ｓ
５２０）。この際、キャリアと転写回路とが接する面の接着層は熱可塑性接着剤からなっ
ているので一定温度を加えて接着層の接着力を減少させることにより転写回路が絶縁基板
に容易に転写されることができる。
【００５７】
　前述した実施例以外の多くの実施例が本発明の特許請求の範囲内に存在する。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の好ましい一実施例による転写回路の形成方法を示す工程図である。
【図２】本発明の好ましい一実施例による回路基板の製造方法を示す工程図である。
【図３】本発明の好ましい他の実施例による回路基板の製造方法を示す工程図である。
【図４】本発明の好ましい一実施例による転写回路の形成方法を示すフローチャートであ
る。
【図５】本発明の好ましい一実施例による回路基板の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００５９】
１２　レジスト
１４　モールド基板
１５　キャリア
１６　分離膜
１７　接着層
１８　導電性材料
２０　転写回路
２２　絶縁基板
２４　回路パターン
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